
久喜市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

 久喜市企業職員の給与に関する規程（平成２２年久喜市水道企業管理規程第６

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１３を次のように改める。 

別表第１３（第２０条関係） 

昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ ２ ２ １ １ 

１１ １ １ ３ ３ １ １ 

１２ １ １ ４ ４ １ １ 

１３ １ １ ５ ５ １ １ 

１４ １ １ ６ ６ ２ ２ 

１５ １ １ ７ ７ ３ ３ 

１６ １ １ ８ ８ ４ ４ 



１７ １ １ ９ ９ ５ ５ 

１８ １ ２ １０ １０ ６ ６ 

１９ １ ３ １１ １１ ７ ７ 

２０ １ ４ １２ １２ ８ ８ 

２１ １ ５ １３ １３ ９ ９ 

２２ １ ６ １４ １４ １０ １０ 

２３ １ ７ １５ １５ １１ １１ 

２４ １ ８ １６ １６ １２ １２ 

２５ １ ９ １７ １７ １３ １３ 

２６ １ １０ １８ １８ １４ １４ 

２７ １ １１ １９ １９ １５ １５ 

２８ １ １２ ２０ ２０ １６ １６ 

２９ １ １３ ２１ ２１ １７ １７ 

３０ １ １４ ２２ ２２ １８ １８ 

３１ １ １５ ２３ ２３ １９ １９ 

３２ １ １６ ２４ ２４ ２０ ２０ 

３３ １ １７ ２５ ２５ ２１ ２１ 

３４ １ １８ ２６ ２６ ２１ ２２ 

３５ １ １９ ２７ ２７ ２２ ２３ 

３６ １ ２０ ２８ ２８ ２２ ２４ 

３７ １ ２１ ２９ ２９ ２３ ２５ 

３８ １ ２２ ３０ ３０ ２３ ２５ 

３９ １ ２３ ３１ ３１ ２４ ２６ 

４０ １ ２４ ３２ ３２ ２４ ２６ 

４１ １ ２５ ３３ ３３ ２５ ２７ 



４２ １ ２６ ３４ ３４ ２５ ２７ 

４３ １ ２７ ３５ ３５ ２６ ２８ 

４４ １ ２８ ３６ ３６ ２６ ２８ 

４５ １ ２９ ３７ ３７ ２７ ２９ 

４６ １ ３０ ３８ ３８ ２７ ２９ 

４７ １ ３１ ３９ ３９ ２８ ２９ 

４８ １ ３２ ４０ ４０ ２８ ２９ 

４９ １ ３３ ４１ ４１ ２９ ３０ 

５０ １ ３４ ４２ ４１ ２９ ３０ 

５１ １ ３５ ４３ ４２ ２９ ３０ 

５２ １ ３６ ４４ ４２ ２９ ３０ 

５３ １ ３７ ４５ ４３ ３０ ３１ 

５４ ２ ３８ ４６ ４３ ３０ ３１ 

５５ ３ ３９ ４７ ４４ ３０ ３１ 

５６ ４ ４０ ４８ ４４ ３０ ３１ 

５７ ５ ４１ ４９ ４５ ３１ ３２ 

５８ ６ ４２ ５０ ４５ ３１ ３２ 

５９ ７ ４３ ５１ ４６ ３１ ３２ 

６０ ８ ４４ ５２ ４６ ３１ ３２ 

６１ ９ ４５ ５３ ４７ ３１ ３３ 

６２ １０ ４５ ５４ ４７ ３１ ３３ 

６３ １１ ４５ ５５ ４８ ３１ ３３ 

６４ １２ ４６ ５６ ４８ ３１ ３４ 

６５ １３ ４６ ５７ ４９ ３１ ３４ 

６６ １４ ４６ ５８ ４９ ３１ ３４ 



６７ １５ ４７ ５９ ５０ ３１ ３５ 

６８ １６ ４７ ６０ ５０ ３１ ３５ 

６９ １７ ４７ ６１ ５１ ３２ ３５ 

７０ １８ ４８ ６２ ５１ ３２ ３６ 

７１ １９ ４８ ６３ ５２ ３２ ３６ 

７２ ２０ ４８ ６４ ５２ ３２ ３６ 

７３ ２１ ４９ ６５ ５３ ３２ ３７ 

７４ ２２ ４９ ６６ ５３ ３２ ３７ 

７５ ２３ ４９ ６７ ５４ ３３ ３８ 

７６ ２４ ５０ ６８ ５４ ３３ ３８ 

７７ ２５ ５０ ６９ ５５ ３３ ３９ 

７８ ２６ ５０ ７０ ５５ ３３ ３９ 

７９ ２７ ５１ ７１ ５６ ３３ ４０ 

８０ ２８ ５１ ７２ ５６ ３３ ４０ 

８１ ２９ ５１ ７３ ５７ ３４ ４１ 

８２ ２９ ５２ ７４ ５７ ３４ ４１ 

８３ ３０ ５２ ７５ ５８ ３４ ４２ 

８４ ３０ ５２ ７６ ５８ ３４ ４２ 

８５ ３１ ５３ ７７ ５９ ３４ ４３ 

８６ ３１ ５３ ７８ ５９ ３４ ４３ 

８７ ３２ ５３ ７９ ６０ ３５ ４４ 

８８ ３２ ５３ ８０ ６０ ３５ ４４ 

８９ ３３ ５４ ８１ ６１ ３５ ４５ 

９０ ３３ ５４ ８２ ６２ ３５ ４５ 

９１ ３４ ５４ ８３ ６３ ３５ ４６ 



９２ ３４ ５４ ８４ ６４ ３５ ４６ 

９３ ３５ ５５ ８５ ６５ ３６ ４７ 

９４ ３５ ５５ ８６ ６５ ３６  

９５ ３６ ５５ ８７ ６６ ３６  

９６ ３６ ５５ ８８ ６６ ３６  

９７ ３７ ５６ ８９ ６７ ３６  

９８ ３８ ５６ ９０ ６７ ３７  

９９ ３９ ５６ ９１ ６８ ３７  

１００ ４０ ５６ ９２ ６８ ３７  

１０１ ４１ ５６ ９３ ６９ ３７  

１０２ ４１ ５６ ９４ ７０ ３７  

１０３ ４１ ５６ ９５ ７１ ３８  

１０４ ４２ ５６ ９６ ７２ ３８  

１０５ ４２ ５６ ９７ ７３ ３８  

１０６ ４２ ５６ ９８ ７４ ３８  

１０７ ４３ ５７ ９９ ７５ ３８  

１０８ ４３ ５７ １００ ７６ ３９  

１０９ ４３ ５８ １０１ ７７ ３９  

１１０ ４４ ５８ １０２ ７８ ３９  

１１１ ４４ ５９ １０３ ７９ ３９  

１１２ ４４ ５９ １０４ ８０ ３９  

１１３ ４５ ６０ １０５ ８１ ４０  

１１４ ４５ ６０ １０６ ８２ ４０  

１１５ ４５ ６０ １０７ ８３ ４０  

１１６ ４５ ６１ １０８ ８４ ４０  



１１７ ４５ ６１ １０９ ８５ ４０  

１１８ ４６ ６１ １１０ ８６ ４１  

１１９ ４６ ６２ １１１ ８７ ４１  

１２０ ４６ ６２ １１２ ８８ ４１  

１２１ ４６ ６２ １１３ ８９ ４１  

１２２ ４６ ６３ １１４  ４１  

１２３ ４７ ６３ １１５  ４２  

１２４ ４７ ６３ １１６  ４２  

１２５ ４７ ６４ １１７  ４２  

１２６ ４７ ６５ １１８  ４２  

１２７ ４７ ６６ １１９  ４２  

１２８ ４８ ６７ １２０  ４３  

１２９ ４８ ６８ １２１  ４３  

１３０ ４８ ６８   ４３  

１３１ ４８ ６９   ４３  

１３２ ４８ ６９   ４３  

１３３ ４９ ７０   ４４  

１３４  ７０     

１３５  ７１     

１３６  ７１     

１３７  ７２     

１３８  ７３     

１３９  ７４     

１４０  ７５     

１４１  ７６     



１４２  ７６     

１４３  ７７     

１４４  ７７     

１４５  ７８     

１４６  ７８     

１４７  ７９     

１４８  ７９     

１４９  ８０     

１５０  ８１     

１５１  ８２     

１５２  ８３     

１５３  ８４     

１５４  ８４     

１５５  ８５     

１５６  ８５     

１５７  ８６     

１５８  ８６     

１５９  ８７     

１６０  ８７     

１６１  ８８     

１６２  ８９     

１６３  ９０     

１６４  ９１     

１６５  ９２     

１６６  ９３     



１６７  ９４     

１６８  ９５     

１６９  ９６     

１７０  ９７     

１７１  ９８     

１７２  ９９     

１７３  １００     

１７４  １０１     

１７５  １０２     

１７６  １０３     

１７７  １０４     

１７８  １０５     

１７９  １０６     

１８０  １０７     

１８１  １０８     

１８２  １０９     

１８３  １１０     

１８４  １１１     

１８５  １１２     

１８６  １１３     

１８７  １１４     

１８８  １１５     

１８９  １１６     

１９０  １１７     

１９１  １１８     



１９２  １１９     

１９３  １２０     

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の久喜市企業職員

の給与に関する規程（以下「改正後の規程」という。）の規定は、令和５年４

月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年４月１日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに

給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職等における号給の調

整以外の事由によりその号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定

による号給が、この規程による改正前の久喜市企業職員の給与に関する規程

（以下「改正前の規程」という。）の規定による号給に達しない職員の、当該

適用の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規

程による改正前の規程の規定における号給とする。 

３ この規程の施行の日から令和６年３月３１日までの間において、新たに給料

表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職等における号給の

調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定

の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は

当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。 


